（様式３）

2026年度 Sophia SPRING Projectに関する誓約書
【区分３】
上智大学　学長殿

私は、Sophia SPRING Projectに応募するにあたり、以下のことを誓約いたします。

	1． 学内選考の募集要項に記載の要件・注意事項を遵守すること。

2． 次のいずれかの身分に該当すること。
1 生活費相当額として十分な水準（240万円／年を基準とする）で、給与もしくは役員報酬等の安定的・固定的収入を得ている者のうち、日本の法人格を有する会社法人、国家公務員、地方公務員、企業以外の法人の社員または職員等である者
2 収入の有無にかかわらず、海外の機関または法人のみに所属し、かつその所属が海外の大学および公的研究機関等非営利の機関または法人である者
3 収入の有無にかかわらず、日本政府から奨学金を得ている留学生（国費外国人留学生制度の
対象学生）のうち、政府所属の者

3． 次のいずれの身分にも該当しないこと。
① 標準修業年限を超過している者
② 休学中の者

4． プロジェクト生採用後に、次のいずれかに該当する場合には、事実が発生した日を もって、プロジェクト生の資格が取り消されることに同意し、取消の判断に対して 異議を申し立てないこと。また、事実発生日以降に受給した研究費の全部又は一部を返還すること。
（1） 休学した場合
（2） 自主退学した場合又は退学を命じられた場合
（3） 停学処分を受けた場合
（4） 学業成績が事業統括が別に定める基準を下回った場合
（5） 死亡した場合
（6） 募集要項に記載の注意事項の履行の状況が極めて不良であると事業統括が認めた場合
（7） 上記２に記載するいずれの身分にも該当していないこと又は上記３に記載するいずれかの身分に該当していることが判明した場合
（8） 研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用等)を行った場合
（9） 研究費の不正使用又は不正受給を行った場合
（１０）研究費の使途について「商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究
（市場動向調査を含む）」や「業として行う受託研究」を行った場合
（１１） 申請手続に必要な所定の書類への虚偽の記載が判明した場合
（１２） 前各号に掲げるもののほか、受給資格の停止又は取消しをすべき事由が
あるものとして事業統括が別に定める事由に該当すると事業統括が判断
した場合

５．本プロジェクト生としての自身の経験について、大学ウェブサイトや印刷物等への掲載や発表等について、上智大学より要請を受けた場合には、積極的に協力すること。
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